
  

 同意
書の交付について  

〇同意書交付の留意点  

1患者がはり、きゅうの施術を受け、その施術について、療養費の支給を受けるためには、 

あらかじめ保険医から同意書の交付を受ける必要があります。  

2 はり、きゅうの療養費の支給対象となる疾病は、慢性病（慢性的な疼痛を主訴とする疾病）  

であって保険医による適当な治療手段のないものです。具体的には、  

ア 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎念挫後遺症について、保険医よ

り同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、保険者は保険医による適当な治療手段のない

ものとし療養費の支給対象として差し支えないものとされています。（「病名」欄 1〜6) 

イ アの疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされていま

す。  

3 同意する疾病について、処置や投薬等の治療（ただし、同意書の交付に必要な診察•検査及

び療養費同意書交付は除く。）を行う場合には、治療が優先されるため、患者ははり、きゅ

うの療養費の支給を受けることができません。  

6 保険医の記名押印は、保険医の署名でも差し支えありません。  

〇再同意（「初回の同意」の場合を含む。）の留意点  

7 保険医から同意書の交付を受け、はり、きゅうの施術を受けている患者が、6ヶ月を超え

て引き続きはり、きゅうを受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける

必要があります。  


